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１ 計画策定の背景 

大多喜町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下「本計画」という。）は、廃棄物をめぐる社会・経

済情勢、地域における一般廃棄物処理の動向、さらに、ごみ焼却処理の広域化の状況などを踏まえる

とともに、大多喜町第 4 次総合計画（令和 8（2026）年 3 月策定）等の上位計画と整合を図りつつ、本

町において一般廃棄物を適正かつ効率的に処理するための目指すべき方針を定めるため策定するもの

です。 

 

２ 計画目標年度 

 

 

３ ごみ処理の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 8

（2026）年度 

初年度 

令和 14 

（2032）年度 

中間目標年度 

令和 22 

（2040）年度 

計画目標年度 

大多喜町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

【 概 要 版 】  

令和８（２０２６）年 3 月 

ごみ排出量 

平成 29（2017）年度以降増加傾向にありまし

たが、コロナ禍の令和 3（2021）年度をピーク

に減少に転じ、令和 6（2024）年度は 2,662ｔ

と過去 10 年間において最少となっています。 

排出量の割合は、生活系ごみの 65％前後に対

し、事業系ごみは 35％前後となっています。 

1 人 1 日当たりのごみ排出量 

令和元（2019）年度までは国及び県の平均

値を下回っていましたが、コロナ禍の令和 2

（2020）年度以降は、国及び県の平均値より

も高くなっています。 

また、前計画の目標値を大幅に超過して

います。 
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４ ごみの処理の課題 

発生・排出抑制 
 1 人 1 日当たりのごみ排出量が多いのは、ごみ排出量に対し事業系ごみ量の

割合が多いことが要因と考えられます。事業系ごみの減量化・資源化への対

策を検討する必要があります。 

資源化 

 容器包装プラスチックについては、分別が徹底していないため、大半が可燃

ごみとして処理せざるを得ない状況にあります。 

 可燃ごみの性状結果より、紙類やプラスチック類が可燃ごみ全体の約 7 割を

占めるなど、更なる資源化の可能性があり、分別の徹底等が必要です。 

収集運搬 
 今後広域化により収集・運搬費がさらに増加することが予想されるため、よ

り効率的な収集・運搬方法を検討する必要があります。 

中間処理 
 可燃ごみは、令和 14（2032）年度以降、市原市に整備される新焼却施設にて

処理される予定です。市原市や夷隅郡市 2 市 2 町と連携して着実な事業の実

施を進めるとともに、現行のごみ処理体制の見直しを図る必要があります。 

最終処分 
 最終処分されるごみの多くは、環境センターで分別された後の不燃残渣であ

るため、最終処分量を減らすため、分別の徹底を進める必要があります。 

焼却処理量 

令和 3（2021）年度をピークに減少に転じ、

令和 6（2024）年度は過去 10 年間で最少となっ

ています。 

1 人 1 日当たり焼却量についても、焼却処理

量と同様の傾向を示しています。 

リサイクル率 

国及び県の平均値より低くなっており、令和

5（2023）年度の実績値は、国の平均値よりも

2.2％、県の平均値より 6.7％低い値となってい

ます。 

最終処分量 

本町では、最終処分場を保有していないた

め、最終処分は民間委託しています。 

最終処分量は概ね 180ｔ/年前後で推移して

おり、1 人 1 日当たり最終処分量は若干増加傾

向となっています。 

最終処分率は、ごみ排出量に対し約 6.0％前

後で推移しています。 
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５ ごみ処理の広域化 

ごみ処理広域化とは、複数の市町村が広域的に連携して施設を整備してごみ処理を行うことをいい、

環境負荷の低減、リサイクルの推進、熱エネルギーの効率的回収、財政負担の低減などのメリットが

あります。 

本町を含む夷隅郡市 2 市 2 町（いすみ市、勝浦市、御宿町、本町）では、令和 5（2023）年 5 月に新

焼却施設の整備を検討していた市原市への広域処理を申し入れ、その後数回にわたる広域化検討会議

での協議を経て、市原市と夷隅郡市 2 市 2 町とで広域処理を実施する方針となりました。市原市は、

市原市福増クリーンセンター敷地内を建設予定地として、令和 10（2028）年度から新焼却施設の整備

を行い、令和 14（2032）年度の供用開始を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※上記の新焼却施設の施設規模や事業方式、整備スケジュールは、令和 7（2025）年 5 月に市原市が策定した「新焼却

施設整備基本計画」に基づくもので、今後事業の進捗により変更となる場合があります。 

 

６ 基本理念及び基本方針 

 

基 本 理 念 

持続可能な循環型社会の実現をめざすまち 大多喜 

 
 

基 本 方 針 

1 ごみの発生抑制・再利用の推進 

2 資源化の推進 

3 適切な収集・処理体制の整備 

 

７ ごみ減量化・資源化目標 

 

指  標 単 位 
R6(2024) 

(実績値) 

R14(2032) 

(中間目標年度) 

R22(2040) 

(計画目標年度) 

1 人 1 日当たり生活系ごみ排出量 g/人･日 601.2  594.4  581.5  

1 人 1 日当たり家庭系ごみ排出量 g/人･日 465.4  450.6  428.1  

1 日当たり事業系ごみ排出量 t/日 2.46  2.50  2.36  

1 人 1 日当たり焼却処理量 g/人･日 704.8  724.5  720.6  

リサイクル率※ ％ 16.1  16.3  17.4  

※リサイクル率は、焼却残渣資源化を含まない値とします。  

【整備スケジュール（予定）】 

 整備工事 

令和 10（2028）年度 

～令和 14（2032）年度（5 年間） 

 施設稼働開始 

令和 14（2032）年度～ 

 施設の運営期間 

令和 14（2032）年度 

～令和 33（2051）年度（20 年間） 

【市原市新焼却施設（仮）】 

 施設規模 

306t/日 

 事業方式 

DBO 方式 

※DBO 方式（公共の資金調達によ

り、施設の設計、建設、運営等を

民間事業者に一括して委託する方

式）による運営を予定。 
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８ 施策体系図 

 

区分 施策 

（1） 
発生・排出抑制
計画 

1）広報等を通じた周知啓発【継続】 

2）事業者の意識向上の強化【継続】 

3）町民を対象とした環境プログラムの実施 
【継続】 

4）小学校を対象とした環境教育の実施【継続】 

5）再生品・再利用の促進【継続】 

6）生ごみ処理機等補助制度の活用【継続】 
  

（2） 
資源化計画 

1）ごみ資源化・減量化に関するパンフレットの
配布【継続】 

2）紙類及びプラスチック類の分別徹底の推進
【新規】 

3）製品プラスチックの再商品化の実施検討【新
規】 

4）廃食油の収集【継続】 

5）事業者の意識向上と協力した資源化・減量化
の推進【継続】 

  

（3） 
収集・運搬計画 

1）生活系ごみの適正な分別排出の周知徹底 
【継続】 

2）事業系ごみの適正な分別排出の指導【継続】 

3）集積所の管理・改善【継続】 

4）収集頻度の見直し【継続】 

5）適正処理困難物の処理体制の確保【継続】 

6）ごみ出し困難者等に対する支援【新規】 

7）分別収集の継続【継続】 

8）中継施設の整備【新規】 

9）効率的な収集運搬ルートの検討【新規】 

10）ごみの直接搬入システムの再検討【新規】 

11）ごみ処理に係る費用負担の検討【継続】 
  

（4） 
中間処理計画 

1）ごみ処理広域化事業の着実な実施【新規】 

2）ごみ処理広域化事業についての情報発信 
【新規】 

3）可燃ごみ以外の処理方法の検討【新規】 
  

（5） 
最終処分計画 

1）最終処分量の削減【新規】 

2）二次公害の防止【継続】 
  

（6） 
その他 

1）一般廃棄物会計基準の導入【新規】 

2）災害廃棄物対策【新規】 

3）地域美化の推進【継続】 

4）不法投棄の防止【継続】 

 

【基本方針 3】 
適切な収集・ 

処理体制の整備 

【基本方針 1】 
ごみの発生抑制・ 

再利用の推進 

【基本方針 2】 
資源化の推進 

【
基
本
理
念
】 
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